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長野県建築士会

地域貢献活動基金助成金事業の流れ図
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事業実施団体

（助成対象事業を行うものとして、会員２名以上が参画する団体などで会長が選考する団体）

建築士会（本会）

【三役会で審査】

建築士会（支部）：交付申請及び実績報告にあって、経由機関

助成金交付申請
ア 助成金交付申請書（様式1-1）

イ 事業計画書（様式1-2）

ウ 収支予算書（様式1-3）

本会直接申請の場合：

参画会員数等照会

助成金交付決定
ア 交付決定書（様式２）

助成金交付
ア 助成金確定書（様式４）

活動実績報告
ア 助成金実績報告書（様式3-1）

イ 収支決算書（様式3-2）

② ④

１ 助成金対象事業

⑴ 地域の街づくり活動

⑵ 景観の保全・育成活動

⑶ 自然環境の保全形成活動

⑷ 居住環境の保全・整備活動

⑸ 福祉環境の整備活動

⑹ 地域の防災活動

⑺ 歴史的遺産の再生と活用

⑻ その他、地域貢献活動として認められる事業

２ 助成対象団体

助成対象団体は、次の各号に掲げるもので、活動目的の重要性、

公益性、実績等について建築士会会長が選考する団体とする。

また、同一活動団体による同一テーマへの継続助成は3年を限度と

する。

⑴ 建築士会に３年以上所属する会員２名以上が参画する非営利

団体等

⑵ 建築士会の支部、委員会等が地域住民または他団体（非営

利）と連携する組織

３ 助成対象事業費

助成対象事業費は、第２項各号に掲げる事業の実施に要する経費

から、他の団体等からの助成金、受託金等を控除した金額のうち会

長が認める額とする。

４ 事業実施期間

原則として、建築士会の事業年度（4月1日から3月31日）単位の事

業とする。

ただし、継続事業の場合は3事業年度を限度とする。また、すでに

完了した事業については対象としない。

５ 助成額

３で認められた助成対象事業費の２分の１以内とする。


